
令和 8 年 3 月

令和 8 年度 令和 17 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

2,244 円 2,963 円

2,244 円 2,954 円

2,244 円 2,970 円

別添２－1

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

法適（一部適用）

葉山町下水道事業経営戦略

平成10年度（供用開始後28年）

神奈川県三浦郡葉山町

公共下水道事業

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

56.0人/ha

1処理場（葉山浄化センター）

なし

処 理 区 数 １処理区（葉山処理区）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

広域化・共同化：神奈川県主導の広域化・共同化計画（R4年度）に基づき、他市町との連携を検討中である。
最適化：平成30年度に汚水処理施設整備構想を策定済みである。

令和5年度 令和5年度

令和6年度 令和6年度

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

　本町の一般汚水の使用料体系は、基本料金と
従量使用料（超過使用料）の二部使用料制を採用
している。基本使用料に基本水量を含んでおり、
超過料金は累進制となっている。

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

同上

実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和4年度

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

同上

～計 画 期 間 ：

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施
する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含
む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和4年度



③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

（２）

　 有収水量は流入汚水量を推計し、有収率を乗じることに
より算出した。将来流入汚水量は、既存コミュニティプラント
の下水道への接続により一時的に増加するものの、将来的
には処理区域内人口の減少に伴い徐々に減少する見込
みである。
　なお、有収率は令和6年度で96.4%と高い値を示してお
り、将来も同程度の値で推移すると想定した。

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

活用無し

葉山浄化センターの増設事業においてDB（Design-Build：設計・施工一体型）方式
を採用し事業を実施している。

 イ　指定管理者制度

令和5年度より葉山浄化センター、葉山中継ポンプ場及びマンホールポンプの維
持管理に関する包括的民間委託を実施中である（令和5～令和8年度）

民 間 活 用 の 状 況

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

令和6年度決算「経営比較分析表」を添付。

職 員 数
7人（令和7年度）

（資本勘定支弁職員　2人、損益勘定支弁職員 5人）

平成4年の公共下水道事業の着手に併せ下水道課が
設けられた。令和7年度現在、右記の組織体制で運営
している。

活用無し

活用無し

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

処理区域内人口の予測

有収水量の予測

　近年の行政人口は微減傾向であり、将来もこの傾向は続
くと想定される。将来行政人口は、第五次葉山町総合計画
において採用されている推計値を採用した。将来行政人口
は、令和17年度には30,154人に減少する。
　将来処理区域内人口は、コミュニティプラント3施設の下
水道への接続および接続促進活動により一時的に増加す
るものの将来的には行政人口の減少に伴い減少する見込
みである。令和17年度の処理区域内人口は27,068人と推
計した。

施設係

下水道課 総務係

管理係
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（３）

（４）

（５）

３．経営の基本方針

　 使用料収入の推計は、有収水量推計結果に資料量単
価を乗じて算出した。使用料改定を実施しない場合、収益
的収支が赤字となり、事業継続が困難となる恐れがある。
    そのため、投資・財政計画（収支計画）については、収
益的収支の黒字確保と経費回収率の向上を目的に、令和
8年度に使用料改定を実施するものとした。令和11年度の
使用料改定については、今後の下水道事業経営状況、社
会情勢・物価状況の動向を踏まえ、令和9年度以降に使用
料改定の必要性を再検討することとした。

　近年、下水道職員は7～9人で推移しており、大きな変動
はないが、年齢層が若手とベテラン職員に偏っている状況
であり
人事異動などによりベテラン職員が抜けた場合、技術の引
き継ぎが問題となる可能性がある。また、今後は改築事業
の増加に伴い、職員負荷の増加が見込まれている。
　今後も建設及び維持管理の両面から、下水道事業経営
を効率的に実施していくには一定の職員数確保が必須で
あるため、現状の職員数は維持しつつ、職員の技術力向
上のための育成や研修の充実化、官民連携事業の導入に
よる事業執行体制の強化により、組織力強化に取り組んで

使用料収入の見通し

施設の見通し

　本町では現在、以下の事業を実施しており、今後も継続していく予定である。

　●ストックマネジメント計画に基づく改築事業
　　 令和6年度に策定したストックマネジメント計画を基に、管路・マンホールポンプ・処理場・ポンプ場の改築事業を引き続き実施していく予定である。

組織の見通し

（1） 組織の効率化
　　 官民連携の活用に関する国の方針を踏まえ、経費の削減および下水道事業運営の効率化を目的に、民間企業のノウハウや創意工夫を活用した官民連携事業
の導入を
　進めており、管路施設については「管理・更新一体マネジメント方式」を令和8年度から、処理場等では維持管理、改築・更新、運営を一体的に実施する「コンセッ
ション方式」
　を令和9年度から実施する予定である。これらの取り組みを通じ、事業の効率化・事業執行体制の強化を図る。

（2）経営基盤の強化
   　本町の汚水処理原価は類似団体平均と比較して高額であり、近年の物価上昇もあって経費回収率は約64％（令和6年度）に留まり、事業運営に必要な財源を
他会計繰入金
　 （基準外）に依存している状況である。使用料改定を行わない場合、収益的収支が赤字に転落し事業継続が困難となる恐れがあるため、事業継続に向けた財源
確保を目的に
　下水道使用料を改定し、経営基盤の強化を図る。

（3）汚水処理事業における投資の合理化・効率化
  ①ストックマネジメント計画に基づく点検調査・改築更新事業の実施
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４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

・下水道事業全体として投資の平準化を図り、ストックマネジメント計画に基づく施設の改築更新事業に重点を置き、不明水の削
減や予防保全型の維持管理を行うなど、適切な下水処理を継続する。

目 標

・経営の効率化を進め、収益的収支の黒字および一定の資金残高確保により、健全な下水道事業経営を目指す。

・一般会計繰入金の段階的な削減に伴う収入減に対応するため、事業継続に必要となる下水道使用料水準を検討し、使用料
改定を行う。

目 標

　①国補助金
　　過去5年分の実績補助率に基づき算出した補助対象事業費に、国費率50％を乗じて算出した。
　②企業債
　　企業債は、建設改良費の他財源（国補助金など）を差し引いた額を計上した。
　③使用料収入
　　現状の料金水準では将来的に収益的収支が赤字となるため、面整備完了後の令和8年度～令和10年度にかけて、段階的に使用料改定を行う方針とした。
　　改定率は、令和10年度に改定前+54.5％となるよう、毎年13～19％ずつ改訂を行う。
　④他会計繰入金
　　令和7年度までは現状の繰入基準とし、令和8年度以降は減額されていくものと想定し、計上した。

　①職員給与費
　　 現況の職員数を維持していく方針とし、実績を基に計上した。
　②動力費・修繕費・薬品費
　　 動力費・薬品費は、面整備による流入水量の増加に伴い増加するものと想定し、維持管理費単価に流入水量を乗じて計上した。
　　 修繕費は直近の実績値を基に計上した。
　　 なお、これら費用については、項目に応じて毎年2.0％の物価上昇を見込んだ。
  ③減価償却費
　　 改築事業を継続的に実施していく計画であるため、毎年上昇していく見込みである。
　④支払利息
　　 改築事業の増加、および物価上昇による事業費の高騰により一時的に増加する見込みである。、将来的には減少していく見込みである。
　⑤その他経費
　　 現況と同程度の経費を見込みこととし、項目に応じて毎年2.0％の物価上昇を見込んだ。

  建設改良費については、以下を計上した。
　①改築事業
　 ストックマネジメント計画における最適な改築シナリオに基づき、平準化された管きょ、処理場、ポンプ場の費用を計上した。

　②官民連携事業による事業費縮減
　　令和8年度以降に予定しているW-PPP（管路施設管理･更新一体マネジメント、処理場等施設コンセッション）による改築事業費の削減効果を反映した。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

今後、ストックマネジメント計画に基づく改築計画により事業を実施していく中で、不明水を減少させるこ
とで薬品費についても抑制に努めていく。

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）

令和8年度より管路施設についてW-PPP(管理･更新一体マネジメント）、令和9年度より処理場等施設に
ついてW-PPP（コンセッション）を導入する予定である。

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組
・水洗化率の向上に努め、使用料収益の増加に取り組む。
・計画的な企業債の発行・償還を行い、残高の減少に努める。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

（１）経営指標の評価
経営の効率化・健全化のための施策・具体的取組に対する進捗状況などを定量的に評価し、そのパフォーマンスを
継続的に改善するため、経営指標の推移を毎年度算定・評価することで進行管理を行う。

（２）進捗管理実施状況の公表
経営戦略で抽出した施策・具体的取組の評価・進捗管理は、毎年度経営指標に基づく進捗管理・評価と、その結果
に基づく継続的な改善を行う。さらに、取組の実施状況とともに、経営指標の推移に基づく評価結果や改善状況を
ホームページなどに公表し、町民に向けて情報発信・情報共有を実施する。

（３）中間見直し
今後は、3年程度の周期で定期的にかつこまめに経営状況の検証と評価、必要な見直しを実施し、経営基盤強化策
を着実に実施する方針である。

職員給与費に関する事項 現状の体制を確保しつつ、適正な人員配置・定数の下で職員給与費の適正化に努めていく。

動力費に関する事項 今後、ストックマネジメント計画に基づく改築計画により事業を実施していく中で、必要に応じて高効率・
省エネルギー型機器の導入についても検討し、動力費の抑制に努めていく。

修繕費に関する事項 今後、ストックマネジメント計画に基づく改築計画により効率的な下水道施設の改築・修繕を実施してい
くことにより、修繕費の抑制に努めていく。

委託費に関する事項 W-PPP（管路施設、処理場等施設）における長期契約により年当りの経費が削減され、事業費の縮減が
図られる見通しであるが、引き続き、委託費の抑制に向けた取り組みを進める。

その他の取組 投資・財政計画（収支計画）に対する今後の実績を踏まえ、必要に応じて検討する。

薬品費に関する事項

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の
解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

現時点では無し

収益的収支の黒字確保・一般会計繰入金の削減に向けて、令和8年度に使用料改定を行う。令和8年
度以降は、3年おきに改定の必要性を含めて使用料について検討を行う予定である。使用料の見直しに関する事項

現時点では無し

令和8年度より管路施設についてW-PPP(管理･更新一体マネジメント）、令和9年度より処理場等施設に
ついてW-PPP（コンセッション）を導入する予定である。これらの取り組みにより職員負荷の軽減、事業の
効率化につながるものと考えられる。

改築事業は、ストックマネジメント計画及び総合地震対策計画に基づき、将来の投資費用を最適化・平
準化しており、今後、これらの計画に基づき、事業を実施予定である。

「神奈川県汚水処理事業広域化・共同化計画」（令和4年度）に基づき、近隣自治体との協議を進め、将
来の方針を検討する。広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 予 算 ） （2026年度） （2027年度） （2028年度） （2029年度） （2030年度） （2031年度） （2032年度） （2033年度） （2034年度） （2035年度）

１． (A) 295,624 367,560 415,491 471,665 509,390 566,807 567,897 568,757 655,507 654,667 653,727 733,827
(1) 261,740 330,280 381,494 437,668 475,393 532,810 533,900 534,760 621,510 620,670 619,730 699,830
(2) (B)
(3) 33,884 37,280 33,997 33,997 33,997 33,997 33,997 33,997 33,997 33,997 33,997 33,997

２． 948,748 1,019,063 1,049,610 1,038,542 978,156 990,761 1,000,126 1,010,194 1,031,006 1,073,884 1,081,659 1,085,475
(1) 600,000 600,000 580,000 560,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

600,000 600,000 580,000 560,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

(2) 348,629 399,063 469,562 478,494 478,108 490,713 500,078 510,146 530,958 573,836 581,611 585,427
(3) 119 20,000 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48

(C) 1,244,372 1,386,623 1,465,101 1,510,207 1,487,546 1,557,568 1,568,023 1,578,951 1,686,513 1,728,551 1,735,386 1,819,302
１． 1,060,128 1,252,386 1,335,356 1,372,499 1,380,727 1,413,362 1,441,527 1,467,630 1,513,938 1,598,167 1,621,041 1,647,516
(1) 42,405 46,968 42,507 41,406 42,235 43,079 43,941 44,821 45,715 46,630 47,565 48,515

21,992 19,725 20,783 10,575 10,762 10,953 11,148 11,347 11,549 11,756 11,967 12,182

20,413 27,243 21,724 30,831 31,473 32,126 32,793 33,474 34,166 34,874 35,598 36,333
(2) 337,373 375,075 370,224 389,175 396,772 404,679 412,867 421,241 428,912 437,208 445,654 454,453

83,672 85,768 87,434 89,265 91,237 93,213 94,598 96,359 98,138 100,110
39,717 37,590 59,235 44,514 45,404 46,313 47,239 48,183 49,147 50,130 51,132 52,155

461
297,195 337,485 227,317 258,892 263,934 269,101 274,392 279,845 285,167 290,720 296,384 302,188

(3) 680,350 830,343 922,625 941,919 941,720 965,604 984,718 1,001,568 1,039,311 1,114,328 1,127,822 1,144,548
２． 82,860 86,402 96,946 114,070 102,344 117,897 114,296 109,645 125,605 125,481 113,710 134,095
(1) 82,860 86,401 96,946 94,046 89,303 90,820 93,763 95,928 97,094 104,910 101,276 97,439
(2) 1 20,024 13,041 27,077 20,533 13,717 28,511 20,571 12,434 36,657

(D) 1,142,988 1,338,788 1,432,302 1,486,569 1,483,071 1,531,258 1,555,823 1,577,275 1,639,543 1,723,648 1,734,751 1,781,612
(E) 101,384 47,835 32,799 23,638 4,475 26,310 12,200 1,676 46,970 4,903 635 37,690
(F)
(G)
(H)

101,384 47,835 32,799 23,638 4,475 26,310 12,200 1,676 46,970 4,903 635 37,690
(I)
(J) 1,461,475 638,925 545,991 503,316 613,647 769,171 855,770 885,503 1,041,091 965,786 905,555 919,081

152,649 110,978 73,207 50,622 98,819 106,961 109,261 104,973 174,928 71,585 70,197 74,701
(K) 2,037,885 956,885 891,765 764,457 790,995 747,495 740,238 748,971 932,705 647,499 660,922 654,556

595,443 545,001 532,460 482,612 403,829 355,901 328,025 337,415 333,826 329,927 326,216 323,684

1,437,287 406,500 354,299 276,839 382,160 386,588 407,207 406,550 593,873 312,566 329,700 325,866

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 収 益



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 予 算 ） （2026年度） （2027年度） （2028年度） （2029年度） （2030年度） （2031年度） （2032年度） （2033年度） （2034年度） （2035年度）

１． 908,800 536,000 271,300 104,000 357,600 409,400 340,000 300,000 630,000 50,000 35,000

２． 50,000

３．

４．

５．

６． 1,100,442 484,000 251,000 83,300 387,000 378,300 475,000 461,200 908,100 213,100 211,900 222,400

７．

８．

９．

(A) 2,059,242 1,020,000 522,300 187,300 744,600 787,700 815,000 761,200 1,538,100 263,100 246,900 222,400

(B)

(C) 2,059,242 1,020,000 522,300 187,300 744,600 787,700 815,000 761,200 1,538,100 263,100 246,900 222,400

１． 2,119,641 1,058,278 558,791 223,658 781,639 825,272 940,868 923,907 1,749,405 473,106 556,629 511,702

15,890 23,982 9,736 9,931 10,129 10,332 10,539 10,749 10,965 11,184 11,408 11,635

２． 614,977 595,444 532,460 482,612 403,829 355,901 328,025 337,415 333,826 329,927 326,216 323,684

３．

４．

５． 10,000

(D) 2,734,618 1,663,722 1,091,251 706,270 1,185,468 1,181,173 1,268,893 1,261,322 2,083,231 803,033 882,846 835,386

(E) 675,376 643,722 568,951 518,970 440,868 393,473 453,893 500,122 545,131 539,933 635,946 612,986

１． 331,722 431,280 533,621 507,152 373,153 330,181 408,065 432,767 457,489 515,680 558,719 582,886

２． 138,949 161,669

３． 113,619

４． 91,086 50,773 35,330 11,818 67,715 63,292 45,827 67,355 87,642 24,252 77,227 30,100

(F) 675,376 643,722 568,951 518,970 440,868 393,473 453,893 500,122 545,131 539,933 635,946 612,986

(G)

(H)

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 予 算 ） （2026年度） （2027年度） （2028年度） （2029年度） （2030年度） （2031年度） （2032年度） （2033年度） （2034年度） （2035年度）

600,000 600,000 580,000 560,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

425,621 508,237 548,763 560,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

174,379 91,763 31,237

50,000

50,000

650,000 600,000 580,000 560,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

計

そ の 他

他 会 計 負 担 金

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金



供用開始年月日 平成11年 3月 29日

処理区域内人口 24,317 人

計算期間 自　令和8年4月至　令和11年3月

（3年間）

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

261,740 431,518 431,518

0

33,884 33,997 33,997

295,624 465,515 0 465,515

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

0

諸 手 当 0

福 利 費 0

2,862 13,491 13,491

461 60 60

10 0 0

11,540 14,498 14,498

4,303 7,033 7,033

19,176 35,082 0 35,082

給 料 0

諸 手 当 0

福 利 費 0

16,262 22,568 22,568

2,290 2,716 2,716

0 0

0 0

39,527 33,853 33,853

211 1,894 1,894

58,290 61,031 0 61,031

給 料 0

諸 手 当 0

福 利 費 0

41,135 57,085 57,085

43,655 41,800 41,800

0 0 0

7,500 13,030 13,030

143,785 142,190 142,190

1,324 3,642 3,642

237,399 257,747 0 257,747

給 料 21,992 12,419 12,419

諸 手 当 12,021 11,804 11,804

福 利 費 8,392 17,826 17,826

17,315 20,640 20,640

5,274 3,257 3,257

64,994 65,946 0 65,946

82,860 93,432 0 93,432

680,269 935,421 546,667 388,754

81 1,143 0 1,143

▲ 348,629 ▲ 475,388 0 ▲ 475,388

414,581                     554,608                     546,667                     7,941                        

金　　　　　　　　額

金　　　　　　　　額

収　入　の　部

支　　出　　の　　部

項 目

受 託 工 事 収 益

そ の 他

合 計

原価計算表

項 目

使 用 料 (X)

路 面 復 旧 費

委 託 料

そ の 他

小 計

ポ
ン
プ
場
費

管
渠
費

人
件
費

給 料

そ の 他

修 繕 費

材 料 費

修 繕 費

材 料 費

薬 品 費

処
理
場
費

減 価 償 却 費

そ の 他

委 託 料

人
件
費

動 力 費

人
件
費

小 計

人
件
費

そ の 他

委 託 料

動 力 費

修 繕 費

材 料 費

資
本
費

長 期 前 受 金 戻 入 （ ▲ ）

一
 

般
 

管
 

理
 

費

薬 品 費

小 計

委 託 料

小 計

小 計

資 産 減 耗 費

支 払 利 息



　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

金　　　　　　　　額
支　　出　　の　　部

項 目

794,440                     974,414                     546,667                     427,747                     

0

427,747

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 1.01

＜使用料水準についての説明＞

１　投資・財政計画計上額（Ａ）欄は、直近の料金算定期間内における平均値を記載すること。
２　起債償還額が減価償却額を超えるときは、当分の間、その差額を一般管理費のその他の欄に記載して差し支えないこと。
３　資産維持費は、将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機能化（耐震化等）等により増大することが見込まれる
場合に、使用者負担の期間的公平等を確保する観点から、実体資本を維持し、サービスを継続していくために必要な費用（増大分に係
るもの）を、適正かつ効率的、効果的な中長期の改築（更新）計画に基づいて算定し、計上するもの。そのため、資産維持費（Ｚ）欄は、
「下水道使用料算定の基本的考え方（2016年度版）」（公益社団法人日本下水道協会）を参考に、所有している資産の規模、経営環境
等の実情に応じ、料金算定に適切に反映すべき費用を記載すること。

　令和6年度における経費回収率は約64％となっており、令和6年度の使用料水準では対象経費を賄えておらず、財源を一般会計から
の繰入金に大きく依存している状況です。そのため、経営基盤の強化にむけた財源確保と収支構造の適正化の観点から、令和8年度以
降に使用料改定を行います。令和8年度以降の、使用料水準使用料対象経費に対する使用料の割合は 1.01 となっており、使用料算定
期間内における対象経費を使用料で回収できる見込みです。
　なお、近年の物価上昇・人件費高騰を鑑み、今後は3年程度の周期で定期的に経営状況の検証・評価と必要な見直しを行う方針で
す。

合 計 (Y)

資 産 維 持 費 （ Z ）

使 用 料 対 象 経 費 （ Y ） ＋ （ Z ）


